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地方税以外の公金のeL-QR付き納付書の読取りテストについて

○ 地方税以外の公金の納付書は、生成条件が既存の対応税目と異なることから、以下のとおり、追加税目対応時（３
ページ参照）に準じて、地方税以外の公金の納付書の読取りテスト（下図の①）を実施するものとする。

【地方団体に対応をお願いしたい事項】
⑴ 各地方団体において、４ページの手順を参考に、指定金融機関（少なくとも１金融機関）と調整の上、当該金融機関

に対し、地方税以外の公金に係るeL-QR付きの納付書を送付いただきたい。

※ 地方税以外の公金の納付書は、各地方団体内でも帳票の様式や作成担当部署が様々であることから、読取りテストの実施に際して
は、テスト先金融機関側に混乱が生じないよう地方団体内で実施時期等を取りまとめのうえ、調整いただくなどご留意いただきたい。

⑵  eL-QRの格納値の設定が適切かどうかについては、⑴⑶の読取りテストでは確認できない場合もあるため、過去
の生成エラー事案を参考にしつつ、基幹ベンダーとも調整し、各地方団体において確認の徹底をお願いしたい。

※ 併せて、納付書の発出前に下図の④のうち「地方税お支払サイト」の試験環境によるテストを活用することも有効。

【金融機関に対応をお願いしたい事項】
⑶ 地方団体より、読取りテストに係る納付書の送付があった場合には、４ページの手順を参考に、eL-QRをエラーなく

読み取れるか確認の上、当該地方団体に結果を回答いただきたい。

●対応者：地方団体⇔金融機関
●主な目的：地方税統一QRコードがエラーなく読み取れるものかを確認

①読取りテスト

●対応者：金融機関⇔eLTAX
●主な目的：MPNを通じて金融機関から

eLTAXに一括伝送データを
正常に伝送できるかを確認

③連動試験（金融機関）

●対応者： eLTAX ⇔地方団体
●主な目的：地方団体の作成した納付書

情報のアップロード等のデータ
連携ができるかを確認

④連動試験（地方団体） eLTAX

金融機関地方団体 ①

MPN一括伝送LGWAN

②
●対応者：金融機関
●主な内容：地方税統一QRコードデータから

一括伝送データを作成できること
を確認する

②一括データ伝送作成

〈eL-QR活用における主な試験イメージ図〉 ※令和５年８月第11回「地方税統一QRコードの活用に係る検討会」（抜粋・加工）

「地方税お支払サイト」の試験環境を活用し、
「共通納税機関コード」や「料金番号」など
一部の格納値が正確なものか確認可能。
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【参考】（８）追加税目等のeL-QR付き納付書の読取りテストについて

【追加税目の納付書の金融機関との読取りテスト】
○ 追加税目の納付書は、生成条件が既存の対応税目と異なる場合などにおいては、原則、指定金融機関と調整し、

読取りテストを実施することを基本とする。なお、既にテスト済みの税目であっても、システム更改等により、版下や生
成条件に大きく変更がある場合などにおいては、品質担保のために読取りテストを実施することが望ましい。

○ 券面上の印字品質（印字位置や濃度等）の確認だけでなく、CD等の格納項目の値が適切かどうかという確認も重
要であるため、本番環境（※）に近い条件で生成した納付書を用いてテストすることで、設定誤りによる読取りエラーの
発生を未然に防いでいただきたい。
※ テスト先金融機関と調整した上で、設定値がダミー値（ALL9等）のものを自庁印刷等で数枚生成するのではなく、定期賦課と同様に

納付書ごとに格納値に差異があるものを一定数まとめて生成する環境を想定。

【毎年度の納付書におけるeL-QR格納値の確認】
○ 下記図①～④の各試験はeL-QR活用の導入当初に実施するもの（上記の通り、 ①読取りテストは追加税目対応時

等も実施する想定）だが、毎年度の納付書発布前におけるeL-QR格納値のチェック作業として、④のうち「地方税お
支払サイト」の試験環境によるテストを活用することも有効と考える。
※ ただし、「地方税お支払サイト」の試験環境だけですべての格納値の正誤を確認できるものではないので、基幹ベンダーとも調整の

上、格納値は適切に設定・確認を徹底することにご留意いただきたい。

●対応者：地方団体⇔金融機関
●主な目的：地方税統一QRコードがエラーなく読み取れるものかを確認

①読取りテスト

●対応者：金融機関⇔eLTAX
●主な目的：MPNを通じて金融機関から

eLTAXに一括伝送データを
正常に伝送できるかを確認

③連動試験（金融機関）

●対応者： eLTAX ⇔地方団体
●主な目的：地方団体の作成した納付書

情報のアップロード等のデータ
連携ができるかを確認

④連動試験（地方団体） eLTAX

金融機関地方団体 ①

MPN一括伝送LGWAN

②
●対応者：金融機関
●主な内容：地方税統一QRコードデータから

一括伝送データを作成できること
を確認する

②一括データ伝送作成

〈eL-QR活用における主な試験イメージ図〉 ※令和４年８月第６回「地方税統一QRコードの活用に係る検討会」（抜粋・加工）

「地方税お支払サイト」の試験環境を活用し、
「共通納税機関コード」や「税目番号」など
一部の格納値が正確なものか確認可能。

令和５年８月 第11回
「地方税統一QRコードの
活用に係る検討会」

2



【参考】読取りテストの手順について（考え方）

○ 読み取りテストは、準備が整った地方団体・金融機関間で個別に協議を行い実施するものであるが、制度の安
定的な開始の観点から、地方税統一QRコードがエラーなく読み取れることを確認するために最低限必要と考えら
れるテストの手順や確認の観点について、一例を示す。

【参考例①】

１．地方団体からテスト希望先の金融機関に読み取りテストの実施を依頼・相談。
２．金融機関は必要枚数、送付先等を提示、地方団体は納付書の種類を提示の上、時期等を調整し、地方団体
から金融機関へ必要枚数分の納付書を送付。なお、地方団体側において、読取テスト用の地方税統一QRコード
のデータについて、以下のようにすることが望ましいと考える。
・ データ項目については極力、実際のものと同様の値を設定する。ただし、難しい場合はダミー値を設定する。
・ CD（チェックディジット：83桁中）及びCRC（JPQR)もMPN・JPQRの仕様に則り実際に計算したものを設定する。

３．金融機関においては、受領した納付書に印字された地方税統一QRコードが読み取れるか確認する。

４．金融機関は、地方団体に受領した納付書に印字されたQRコードの読取り可否結果を報告する。

５．地方団体は金融機関から読み取り可否結果を受領・確認する。

○ 上記は、制度の安定的な開始の観点から最低限必要な確認と考えられるものの一例であることから、手順や確
認項目の追加を、各地方団体と金融機関の間で調整することは妨げない。以下、追加の確認項目として考えられ
る内容の一例を示す。

【参考例② （システム上金融機関が対応可能な場合） 】

１．～２． 同上

３．金融機関においては、受領した納付書に印字された地方税統一QRコードが読取可能か確認するとともに、抽
出されたデータ項目の情報（83桁情報）や、CD（チェックディジット：83桁中）およびCRC(JPQR)がMPN・JPQRの仕
様に則り正しく計算できているか確認する。

４．金融機関は、地方団体に抽出結果やCDの計算結果等を報告する。

５．地方団体は金融機関からから抽出結果の提供を受け、生成時のデータと突合し、その結果（成否）を金融機関
に伝達する。

※ 生成時のデータは納付書送付時等に合わせて提供しておき、金融機関から突合結果報告してもらう流れとす
ることも考えられる。

令和４年８月 第６回
「地方税統一QRコードの
活用に係る検討会」
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【参考】税目・料金ごとのeL-QR付納付書への対応について（考え方）

○ 税目・料金ごとのeL-QR付納付書への対応に関する考え方については、以下のとおりとなる。
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12345 123456 123

30500

30500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（00）000000-0000000000000000000000
000000-0-000000-0

令和５年度 令和５年５月３１日

令和５年５月３１日

令和５年４月１日

令和５年５月２日eL番号：12345 -1234567890

1234567890 -123456 -123

eL番号：12345 -1234567890

1234567890 -123456 -123

12345678901234567890

00000-0-00000

②

④

③

①

④

④

e
L

-Q
R

【参考】eL-QR印刷イメージ（MPN標準帳票の例）

123123456

30500

30500

令和５年５月３１日

12345678901234567890

00000-0-00000

○ eLTAXを通じた納付を行うために地方団体において納付書に印字する必要があるもの

①eLマーク(えるまーく)：共通納税システムに対応する納付書であることを、利用者や金融機関窓口職員が確認するためのマークとして、地方税共同機構が制定したマーク。

②地方税統一QRコード（二次元コード）：納付情報等を格納したもの。

③eL-QR（文言） (えるきゅーあーる) ：印字したQRコードが、地方税統一QRコードであることを明示的に示すための文言。

④eL番号(えるばんごう)：地方団体が発付する納付書を一意に特定するための情報で、地方税統一QRコードに格納される情報の一部を記載するもの。

5
※ 標準化対象事務に係るシステムについては、今後各標準仕様書において規定される帳票レイアウトに注視いただきたい。



※１ カク公帳票やMPN標準帳票等の一部の納付書については、記載場所が指定されている。

※２ MPN標準帳票及びMPN標準帳票準拠帳票については、「納付番号」等の欄に印字する。

※１ 生成ソフトの能力で、別バージョンとなることは許容する。

⚫ 地方税の納付書について「eLマーク」
及び「eL-QR（文言）」の印字が未対応
の団体は、税務システム標準仕様書
において実装必須項目とされているこ
とから、遅くともシステム標準化対応ま
でに、帳票発注やシステム改修等に
合わせて対応が必要であることにご留
意いただきたい。

※

※

【参考】帳票印字項目の印字仕様及びeL-QRコードの生成条件

（１）帳票印字項目の印字仕様の概要

（２）納付書に印字するeL-QRコードの生成条件
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